
夏期インターンシップ（事務所開催）募集要項 
 

１．申込期間  令和７年５月２８日（水） から 令和７年６月２０日（金）まで 

        （※期間内に間に合わない場合はご相談ください。） 

 

２．開催概要  

①募集コース: 土木コース、施設・設備コース 

②受け入れ可能場所・期間および人数:【別紙 1】のとおり 

③実施内容: 就業体験（個人ワーク・グループワーク含む）、現場見学 等 

④そ の 他: 申込多数の場合、受け入れ事務所は、ご希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承く

ださい。また、弊社の都合により受け入れ可能場所・期間及び人数が変更になる場合もございますので、こちら

につきましても、あらかじめご了承ください。 

 

３．受入条件 

対象学生・・・ 土木コース:土木学科・農業土木系など土木に準ずる学科所属の学生 

施設・設備コース:情報通信・電気・機械・建築系学科所属の学生 

   交 通 費（※1）・・・支給する 

赴任旅費（※2）・・・支給する 

宿 泊 費（※3）・・・支給する 

報  酬・・・支給しない 

宿 舎 等・・・貸与しない 

昼  食・・・支給しない 

 

※1 ご自宅やご実家、宿泊施設等から事務所までの往復交通費。弊社の基準に則り、ご自宅またはご実家所在地

の都道府県庁または宿泊施設等の最寄り駅（最寄りバス停）から事業所までの往復交通費。 

※2 遠方の事務所への割り当てとなった場合の往復旅費。弊社の基準に則り、ご自宅または帰省したご実家所在地

の都道府県庁（北海道においては道北、道央、道東、道南 4 地点のいずれか）からホテル等の宿泊施設まで

の往復旅費。 

※3 遠方の事務所への割り当てとなった方で、ホテル等への宿泊が必要な場合の宿泊費。 

（東京都区:16,000 円/日、その他地域:13,000 円/日） 

なお、宿泊費の支給は、ご自宅・ご実家から事務所まで出社が困難な場合に限ります。 

 

 

 



４．申込み方法 

  ・当社マイページより申込みいただけます。下記リンクもしくは QR コードから登録をお願いします。                                 

（https://job.axol.jp/bx/s/e-nexco_27/mypage/） 

  ・マイページメニュー「夏期インターンシップ（事務所開催）応募フォーム」よりお申込みください 

  ・希望されるコース（職種）や申込みをされる希望事務所等を入力してください 

  ※札幌、仙台、東京、神奈川、千葉、埼玉の事務所は、例年、希望者が非常に多くご案内が難しい場合があり

あます。そのため上記以外の事務所を希望していただけますと、ご参加いただける見込みが高いです。また、第三

希望までご記載いただいた方がご希望に沿える可能性が高いです。 

  ※特定の事務所に参加希望が集中した場合、第一～第三希望事務所の中で調整がつかない場合があります。

この際、希望事務所以外でもご参加いただける場合は、「どの事務所でも良い」「希望期間」にご記入をお願いし

ます。 

 

５．申込み後の流れ 

  ・7月上旬～中旬頃:ご参加いただくコースの確定連絡（応募者多数の場合はご案内できない場合があります） 

  ・7 月中旬頃    :参加者（実習生）より受入事務所へ必要書類の提出（【別紙２】および【別紙３】） 

  ・7 月下旬～9 月頃:各コースへの参加 

 

６．注意事項 
①実習中の事故防止等については、弊社において十分な注意を行いますが、参加者（実習生）は必ず傷害・そ

の他災害等の保険に加入するようお願いします。なお、実習中の災害における補償については、各自でご対応し

ていただくようお願いいたします。 

②マイカー、レンタカーでの来社はお控えください。 

③飛行機で赴任される場合は必ず領収書と搭乗証明書をご提出ください。ご提出がない場合は赴任旅費の支給

はできません。 

④宿泊が必要な場合は必ず事前にご連絡下さい。（ご参加いただくコースの確定連絡の際にアンケートのご案内を

します。そちらにご回答いただければ別途ご連絡いただく必要はございません。）また、必ず領収書をご提出くださ

い。ご提出がない場合は宿泊費の支給はできません。 

⑤交通費、赴任旅費、宿泊費は、後日振込となります。お振込みまで 1 か月程お時間いただいておりますので、ご

了承ください。 

 

７．お問合せ窓口  東日本高速道路株式会社  

総務・経理本部 人事部 人事課 栗林、和田 

             TEL:03(3506)0527  FAX:03(3506)0386 

MAIL: saiyou@e-nexco.co.jp



参 考 

●事業所やコースを選択する際の参考にして下さい。 

１．土木系コースと施設・設備系コースの違いについて 

弊社社員の職種には土木系と施設・設備系があります。仕事内容や実習の対象となる学科は下記の通りです。 

土木系: 

高速道路の橋梁・トンネル・舗装等の土木構造物の建設・改良・点検・補修等。また、それら構造物の企画・

実施調整・管理・安全・品質管理など 

■実習の対象となる学科:土木や建設の学科、農業土木など土木に準ずる学科 

 

施設・設備系: 

高速道路の照明設備、情報収集・提供設備、受変電設備、ＥＴＣ、交通管制システム、伝送設備、料金所

等建物、トンネル安全設備等の高速道路設備の建設・改良・点検・補修等。また、それら設備の企画・実施

調整・管理・安全・品質管理など 

■実習の対象となる学科:システム、情報、通信、電気、機械、建築の学科 

※実習内容の例:  

・工事工程の立案に関する模擬体験 

・舗装や設備等各種補修工事に関する現場検査立会 

・維持修繕工事（本線等規制内含む）もしくは新規建設工事の現場見学 

・先輩社員との座談会 

 

２．管理事務所と工事事務所の違いについて 

受入可能な事業所には管理事務所と工事事務所の２種類があります。業務内容は下記の通りです。 

管理事務所: 

供用している高速道路を常に安全・安心・快適に保つため、道路や道路設備の維持や道路機能の改良を行

います。道路構造物、道路付属物の調査・点検を行い、グループ会社や建設会社、メーカー等に工事を発注

し、品質・安全管理を行います。 

 

工事事務所: 

計画されている高速道路（新規建設事業、拡幅事業）の工事実施に向けた詳細な設計を設計会社に発

注し、設計計算や設計図の確認等を行います。また、建設会社に工事を発注し、工法や工程、工事費用など

の管理や現場での品質・安全管理を行います。 

 

 



３．NEXCO 東日本について 

 

NEXCO 東日本の概要等については以下を参考にしてください。 

 

会社 HP 

 

 

事業概要(CSR) 

 

 

https://www.e-nexco.co.jp/ 

 

https://www.e-nexco.co.jp/csr/ 

職種を知る 

職種紹介動画など 

働く人を知る 

社員インタビュー 

 

https://www.e-nexco.co.jp/recruit/e-nexco/#job 

 

https://www.e-nexco.co.jp/recruit/e-nexco/#people 

 

 

以 上 



【NEXCO東日本】　R07年度インターンシップ受入れ事務所及び受入れ期間・人数について 別紙１

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

支社 事業所 土木 施設 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

北海道支社 札幌管理事務所 〒003-0872　札幌市白石区米里２条２丁目４番１号
道央道（札幌南IC～美唄IC）、札樽道（小樽IC
～札幌JCT)、後志道（余市IC～小樽JCT)

3 1

北海道支社 北広島管理事務所 〒061-1279　北広島市大曲並木1-1-1
道央道（登別室蘭IC～札幌南IC）、道東道
（千歳恵庭JCT～夕張IC)

2 2

北海道支社 旭川管理事務所 〒070-0000　旭川市字近文7線南1号5766番の4 道央道（美唄IC～士別剣淵IC） 2 2

北海道支社 帯広工事事務所
〒080-0013　帯広市西三条南9丁目23番地
帯広経済センタービル西館 5階

道東道（4車線化）、長流枝SIC、新得SIC 3 ー

東北支社 青森管理事務所 〒038-0043　青森市大字岩渡字熊沢250の259 東北道（安代IC～青森IC） 2 ー

東北支社 盛岡管理事務所 〒020-0841　盛岡市羽場11地割66 東北道（花巻IC～安代IC） 2 2 2回実施予定

東北支社 北上管理事務所 〒024-0072　北上市北鬼柳第16地割73の2 東北道（一関IC～花巻IC） 2 1

東北支社 仙台管理事務所 〒989-3121　仙台市青葉区郷六字庄子40 東北道（白石IC～一関ＩＣ） 3 3

東北支社 福島管理事務所 〒960-0231　福島市飯坂町平野字前原11 東北道（本宮IC～白石IC） 2 ー

東北支社 郡山管理事務所 〒963-0551　郡山市喜久田町字下尾池1 東北道（白河IC～本宮IC） 2 2

東北支社 八戸管理事務所 〒039-1114　八戸市北白山台5丁目5番1号 八戸道 1 1 2回実施予定

東北支社 秋田管理事務所 〒010-1404　秋田市上北手古野字大繋沢30の2 秋田道（湯田IC～能代南IC） 2 2

東北支社 仙台東管理事務所 〒984-0031　仙台市若林区6丁目字南99番1
常磐道（新地IC～亘理IC）、仙台東部道路、
仙台南部道路

2 2

東北支社 鶴岡管理事務所 〒997-0853　鶴岡市小淀川字谷地田90 山形道（湯殿山IC～鶴岡JCT） 1 1

東北支社 いわき管理事務所 〒970-1145　いわき市好間町北好間字丸田17の1 常磐道（いわき勿来IC～新地IC） 2 2 2回実施予定

東北支社 会津若松管理事務所 〒965-0052　会津若松市町北町大字始字屋敷66 磐越道（磐梯熱海IC～津川IC） 2 2

東北支社 仙台工事事務所 〒982-0023　仙台市太白区鹿野3の4の8 常磐道（４車線化）、仙台東部道路（４車線化） 4 ー

東北支社 いわき工事事務所 〒970-8026　いわき市平字城東2-7-11 常磐道（4車線化） 3 4

東北支社 横手工事事務所 〒013-0049　秋田県横手市駅西2丁目3番22号 秋田道（4車線化） 2 ー

関東支社 京浜管理事務所 〒224-0044　横浜市都筑区川向1047 第三京浜道路、横浜新道、横浜横須賀道路 3 2

関東支社 宇都宮管理事務所 〒322-0026　鹿沼市茂呂24-2
東北道（佐野藤岡IC～宇都宮IC）
北関東道（太田桐生IC～桜川筑西IC）

2 1

関東支社 加須管理事務所 〒347-0013　加須市大字北篠崎90 東北道（川口JCT～佐野藤岡IC） 2 2

関東支社 三郷管理事務所 〒341-0056　三郷市番匠免2-101-1 外環道 2 1

関東支社 千葉管理事務所 〒263-0001　千葉市稲毛区長沼原町177 東関東道、京葉道路（起点～穴川西IC） 2 2

関東支社 市原管理事務所 〒290-0031　市原市村上815
京葉道路（穴川西IC～蘇我IC）
館山道（蘇我IC～木更津北IC）

2 ー

関東支社 東京湾アクアライン管理事務所 〒292-0008　木更津市中島2533
東京湾アクアライン
館山道（木更津北IC～富津竹岡IC）

2 1

関東支社 谷和原管理事務所 〒300-2435　つくばみらい市筒戸1606　 常磐道（三郷IC～岩間IC） 2 1

関東支社 水戸管理事務所 〒311-4163　水戸市加倉井町2206
常磐道（岩間IC～いわき勿来IC）
北関東道（桜川筑西IC～水戸南IC）

1 ー

関東支社 所沢管理事務所 〒359-0012　所沢市大字坂之下761-1
関越道（練馬IC～本庄児玉IC）
圏央道（あきる野～川島）

2 1

関東支社 高崎管理事務所 〒370-0015　高崎市島野町831
関越道（本庄児玉IC～水上IC）
北関東道（高崎JCT～太田桐生IC）

2 2

関東支社 長野管理事務所 〒381-1225　長野県長野市松代町東寺尾字村北1195-2 上信越道（坂城IC～信濃町IC） 2 2

関東支社 横浜工事事務所
〒221-0013　神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4
オルトヨコハマビジネスセンター２階

圏央道 5 ー

関東支社 さいたま工事事務所 〒339-0056　埼玉県さいたま市岩槻区加倉260 圏央道、外環道 5 ー

関東支社 千葉工事事務所 〒261-0014　千葉市美浜区若葉2-9-3 外環道、圏央道 2 1

関東支社 つくば工事事務所 〒305-0882　茨城県つくば市みどりの中央8番地1 東関東道、圏央道 2 1

関東支社 東京外環工事事務所 〒177-0033　東京都練馬区高野台4-1-23 外環道 3 ー 2回実施予定

関東支社 長野工事事務所 〒380-0904　長野県長野市大字鶴賀七瀬中町161-1 上信越道、長野道 3 ー

新潟支社 湯沢管理事務所 〒949-6102　南魚沼郡湯沢町大字神立1159 関越道（水上IC～小千谷IC） 3 1

新潟支社 新潟管理事務所 〒950-0145　新潟市江南区亀田早通3233 北陸道（新潟中央JCT～三条燕IC） 2 2

新潟支社 長岡管理事務所 〒940-2033　長岡市上除町野田80 関越道（小千谷IC～長岡JCT） 2 2

新潟支社 上越管理事務所 〒943-0173　上越市大字富岡字引田1717-1
北陸道（柿崎IC～朝日IC）
上信越道（信濃町ＩＣ～上越ＪＣＴ）

2 2

新潟支社 新潟工事事務所 〒950-0982　新潟市中央区堀之内南1-16-35 磐越自動車道（西会津IC以西）4車線化工事 2 ―

97 51

：受け入れ可能期間

8月 9月

備考
事業所名

住所
主に担当する

高速道路

※上記以外でのご希望がある場合には、個別にご相談させていただきますのでご連絡ください。

受入可能人数
7月

※受入事業所、受入可能期間及び受入人数は、弊社の都合により変更となる場合があります。実際の受入にあたっては、ご希望に添えない場合も
ありますので、あらかじめご了承下さい。（特にお盆などの交通混雑時期の受入については、困難な場合がありますのでご了承ください。）

※土木系コースは土木系・農業土木学科、施設系コースは電気・通信・機械・建築学科を対象としております。

受入にあたっての条件

・上記期間内で連続5日間参加できる方（一部事務所は連続3日間、もしくは4日間）。

・開催は上記受入可能期間内のいずれかとなりますので、調整の結果ご希望に添えない場合があります。
・インターンシップ保険に加入されている方（もしくは参加するまでに加入される方）

①（7/28～8/1） ②（8/4～8/8）

①（8/25～8/29） ②（9/8～9/12）

①（8/18～8/22） ②（8/25～8/29）

①（8/4～8/8） ②（9/16～9/19）



別紙２

ふ り が な 生年月日

氏 名
　　　　　　　　年　　　月　　　日生
７７７７７７７７７７　　　　　　（　　　歳）

学 校 名

　〒

Tel:

Mail:

　　　　　　　　　　　　　　　受入者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　実習生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

期 間

場 所

令 和 7 年 月 日か ら令 和 7 年 月 日 ま で （ 土日 祝日 を除 く ）

　令和7年　　　月　　　日

そ の 他 実習中の事故、災害等における補償については、実習生側で対応するものとする。

現住所

実
　
　
　
習
　
　
　
生

実　　習　　生　　受　　入　　書

（学校名）　　　（学部等）

時 間

時 分 か ら 時 分 ま で

（ 休 憩 時 間 時 分 か ら 時 分 ま で ）

内 容

実　　　　習　　　　生　　　　受　　　　入　　　　条　　　　件

上記の条件に同意し、実習を行います。



 

東日本高速道路株式会社インターンシッププログラム誓約書 

 

東日本高速道路株式会社  御中 

 

私は、貴社の令和７年度インターンシッププログラム（以下、「インターンシップ」という。）に

参加するにあたり、次の事項を確実に遵守することを誓約します。 

 

１． 貴社の規程類を尊重し、貴社社員の指揮及び監督に従い、誠実に履修します。 

２． 貴社の秩序を乱す、名誉を棄損するまたは事業を妨害する言動をしません。 

３． 無断で欠勤、遅刻及び早退はしません。やむを得ない場合には、必ず貴社社員に連絡します。 

４． 貴社の施設、器具、備品等（以下「施設等」という。）の利用に際しては、 

   （１）施設等を破損させないよう大切に取り扱います。 

     （２）施設等の立ち入り禁止区域に立ち入りません。 

     （３）施設等をインターンシップ以外の目的に使用しません。 

５． インターンシップ中に知り得た貴社に係る情報（公開されている情報を除く。以下同じ。）に

ついて、インターンシップ期間中及びインターンシップ終了後においても、貴社以外の第三者

に開示または漏えいしません。また、貴社に係る情報を引用して第三者に発表する場合は、事

前に発表内容、発表場所等の概要を貴社に通知し、同意を得ます。 

６． インターンシップ中に取り扱うパソコンには、情報漏洩の危険性があるソフトウェアのイン

ストール及びネットワーク接続を一切しません。 

７． 貴社事業に係る発明、創作等に関与し、特許権または著作権その他の知的財産に関する権利

が生じた場合は、貴社に権利が帰属し、または貴社に権利を無償で譲渡することに同意します。 

８． インターンシップ開始前にインターンシップ中の災害または事故その他の事由による損害の

補償に対応した災害傷害保険等に加入し、研修中の災害または事故その他の事由による損害は、

当該保険等により補償を受けるべきことに同意します。 

９． 本誓約書に定めのない事項については、貴社社員へ指示を仰ぎ、その指示に従います。 

10． 万一、上記事項のいずれか一つにでも違反した場合、または私がインターンシップ参加者と

して不適当であると貴社が判断した場合は、インターンシップ期間中においても即時インター

ンシップを中止されても異議を唱えません。 

11. 私の故意または過失によって、貴社または第三者に損害を与えた場合は、その賠償責任を負い

ます。 

12． 本誓約書の解釈に疑義が生じた場合は、法令または慣習に従い貴社と協議の上、誠意をもっ

て解決します。 

以  上 
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